
運営規程 
（介護予防）居宅介護支援 
 ライフマップ 帯広 

 
（事業目的） 
第１条 株式会社ライフデザインが開設するライフマップ 帯広（以下「事業所」という。）

が行う指定介護予防支援並びに指定居宅介護支援の事業（以下「事業」という。）の

適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支

援専門員が、要介護状態にある高齢者等に対し、適正な指定居宅介護支援を提供する

事を目的とする。 
 
（運営方針） 
第２条 事業所の介護支援専門員は、要支援、要介護状態になった利用者が可能な限り、そ

の居宅においてその有する能力に応じ自立した生活を営む事が出来るよう配慮し、利

用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な

保健医療サービス及び福祉サービス（以下「指定居宅サービス等」という。）が多様

な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。 
２ 事業の実施に当たっては、関係市町村、指定(介護予防支援)居宅サービス事業者、

他の指定(介護予防支援)居宅介護支援事業所及び介護保険施設等との綿密な連携を図

るとともに、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に

提供される指定(介護予防支援)居宅サービス等が特定の種類又は特定の介護予防、居

宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公平中立な業務に努めるものとする。 
３ 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと

ともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。 
４ 事業所は、指定(介護予防支援)居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法

第 118 条の 2 第 1 項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切

かつ有効に行うよう努める。 
 

（事業の運営） 
第３条 指定(介護予防支援)居宅介護支援の提供にあたっては、事業所の従業者によっての

み行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。 
 
（事業所の名称等） 
第４条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）名 称 ライフマップ 帯広 
（２）所在地 帯広市西 7 条南 6 丁目 1 番地 4 

 
（職員の職種、員数、及び職務内容） 
第５条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。 

（１）管理者       １名（介護支援専門員兼務） 
管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理、指定(介護予防支援)居宅介護

支援の利用者の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を

一元的に行うとともに、従業者に事業所運営に必要な指揮命令を行う。 



    （２）介護支援専門員   4 名以上 
      介護支援専門員は、介護予防サービス計画、介護サービス計画の作成及び指定

(介護予防)居宅サービス事業従業者等との連絡調整等、介護予防、介護支援サ

ービスの提供及び市町村からの受託に基づく要介護認定調査業務に当たる。 
 
（営業日及び営業時間） 
第６条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

（１） 営業日 月曜日～金曜日（但し、12/31～1/2 を除く） 

（２）営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 
（３）その他 電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とする。 
 

（(介護予防支援)居宅介護支援の提供方法及び内容） 
第７条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。 

（１）相談体制 
事業所内に相談室を整備し、利用者からの相談に適切に対応する。 

（２）課題分析票の種類 
利用者に対する介護予防サービス、介護サービス計画原案作成のために使用

する課題分析方式については、「ＭＤＳ－ＨＣ方式」等とする。 
（３）介護予防サービス、介護サービス計画の作成 
（４）サービス担当者会議 

介護予防サービス、介護サービス計画原案に対し、専門的な見地から意見を

求めるため、当該計画原案に位置付けた指定(介護予防)居宅サービス等の担

当者を召集して行うサービス担当者会議をご自宅又は会議に適した場所に

おいて開催する。 
（５）居宅訪問 

サービス計画作成に当たり、利用者の置かれている環境の評価や現に抱えて

いる問題を把握するため、居宅訪問による面接調査を行う。また、当該計画

書作成後においても、サービス計画の実施状況等を把握し、サービス計画の

変更等、利用者等が求めるサービスが適切に提供されるよう居宅訪問等の方

法による支援を行う。 
（６）その他、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うために必要と認めら 

れるサービスの提供を行う。 
 
（利用料等） 
第８条 指定(介護予防支援)居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が

定める基準によるものとし、当該指定(介護予防支援)居宅介護支援が法定代理受領サ

ービスである時は、利用料を徴収しない。 
  ２ 通常の事業の実施地域を越えて行う指定(介護予防支援)居宅介護支援の提供に要

した交通費は、その実費を徴収する。尚、自動車を使用した場合の交通費は次の額を

徴収する。 
   一 通常の事業の実施地域を超えた所から、片道概ね５キロメートル未満２５０円 
   二 通常の事業の実施地域を超えた所から、片道概ね５キロメートル以上４００円  
 
 



（通常の事業の実施地域） 
第９条 通常の事業の実施地域は帯広市全域とする。 
 
（事故発生時の対応） 
第１０条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定(介護予防支援)居宅介護支援の提供に 

より事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとと

もに、必要な措置講じ、管理者に報告しなければならない。 
２ 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置の状況について記録を 
するものとする。 

３ 事業所は、利用者に対する指定(介護予防支援)居宅介護支援の提供により賠償す 
べき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。 

 
（非常災害対策） 

第１１条 事業所は、災害対策推進員を配置し、消火設備その他の非常災害に際して必要 

な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関 

係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するもの 

とする。 

２ 事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行 

うものとする。 

３ 事業者は、非常災害時に必要な備品や備蓄等についての点検及び確保を行うも 

のとする。 

 
（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 
第１２条 事業所は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の

各号に掲げる措置を講ずるよう努める。 
（１） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委

員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむ

ね 6 月に 1 回以上開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底

を図る。 
（２） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 
（３） 事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止の

ための研修並びに訓練を定期的に実施する。 
 
（苦情・ハラスメント処理） 
第１３条 事業所は、指定(介護予防支援)居宅介護支援の提供に係る利用者及び家族からの

苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。 
   ２ 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性

的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上かつ相当な範囲を超

えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化

の必要な措置を講じる。 
 
（個人情報の保護） 
第１４条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」

及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い  



のためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 
  ２ 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提

供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者

又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。 
 
（虐待防止に関する事項） 
第１５条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の

各号に掲げる措置を講ずる。 
（１） 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、

その結果について、従業員に周知徹底を図る。 
（２） 虐待防止のための指針の整備 
（３） 事業所において、従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施す

る。 
（４） 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く（管理者） 
２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高 
齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、 
速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

 
（業務継続計画の策定等） 
第１６条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定(介護予防

支援)居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業

務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従い必要

な措置を講ずるよう努める。 
   ２ 事業所は従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施する。 
   ３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行う。 
   
（身体拘束等の適正化に関する事項） 
第１７条 事業所は、身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、利用者の心身の状況

並びに緊急でやむを得ない理由を記録する 
  ２  身体拘束等の適正化のための対策をする委員会を３か月に１回以上開催し、従業

者に周知徹底をする。 
  ３  身体拘束等の適正化のための指針を整備する 
  ４  従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 
 
（その他運営についての留意事項） 
第１８条 (介護予防支援)居宅介護支援事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため

の研修の機会を設けるものとし、又業務体制を整備する。 
２ 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 
３ 従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との 
雇用契約の内容とする。 

     ４ 事業所は、指定(介護予防支援)居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結 



の日（当該指定(介護予防支援)居宅介護支援を提供した日をいう。）から 5 年間は保

存するものとする。 
   ５ この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、株式会社ライフデザイン 

と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 
 
 
 
 
附 則 
この規程は、平成３０年１２月１日から施行する。 
 
      平成３１年２月１日  改訂 
       
      令和 2 年 4 月 1 日   改訂 
 
      令和 4 年 4 月 1 日   改訂 
 
      令和 5 年 4 月 1 日   改訂 
 
            令和 6 年 4 月 1 日   改訂 
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ライフマップ 帯広  
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作成日 令和   年  月  日 

 

１．事業運営主体概要 

運営法人の名称 株式会社ライフデザイン 

運営法人の代表者名 代表取締役 佐々木 史子 

運営法人の所在地 
北海道札幌市西区八軒１条西１丁目３番１５号 
TEL ０１１－２１５－５１３８ 
FAX ０１１－２１５－５５８３                                                                                                                               

他の介護保険関連の事業 

訪問介護、札幌市訪問介護相当型サービス 
（介護予防）訪問看護     
定期巡回・随時対応型訪問介護看護  
通所介護 第１号通所事業 
（認知症対応型）通所介護  

 

２．事業所概要 

事業所の名称 ライフマップ 帯広  

併設する介護保険施設等 指定（介護予防）特定施設入居者介護 

事業所の運営方針 

要介護状態等になった利用者が可能な限りその居宅において有する能力に応
じて自立した生活を営むことができるように配慮し、利用者の心身の状況及
びその置かれている環境等に応じ利用者の選択に基づいた適切な保健医療サ
ービス及び福祉サービス（以下、「指定居宅サービス等」という。）が、多様
な事業者から総合的かつ効果的に提供される様支援を行います。 
 事業所実施にあたっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者、指定介
護予防支援事業者、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設、障害福
祉サービス事業者等との密接な連携を図るとともに、利用者の人格を尊重し、
常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定
の種類または特定の居宅サービス事業者不当に偏ることの無い様、公平中立
な業務に努めるものとします。 

事業開始年月日 平成３０年１２月１日 

保険事業者指定番号 ０１７４６０２５９９ 

事業所の所在地等 
北海道帯広市西 7 条南６丁目１番地４  
ＴＥＬ ０１５５－６６－８６９０ 
ＦＡＸ ０１５５－２２－３８３１ 

管理者名 山根 あゆみ 

営業日 
月曜日～金曜日 
※但し１２月３１日～翌１月２日までは定休日とする。 

営業時間 
午前８時３０分から午後５時３０分 
※但し電話等により２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

運営の事業の実施地域 帯広市全域  

 

３．職員体制 

（１）職員の職種、員数 

職員の職種 員数 

常勤 非常勤 

保有資格 
専従 

兼務 
(兼務する職種) 

専従 
兼務 

(兼務する職種) 

管理者 1 名  1 名（介護支援専門員）   主任介護支援専門員 

介護支援専門員 ５名 ４名 1 名（管理者）   
主任介護支援専門員 

介護支援専門員 



 

（２）職員の職務内容 

職員の職種 職  務  内  容 

管理者 
 事業所の従業者の管理及び業務の管理、指定（介護予防支援）居宅介護支援の
利用者の申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うと
ともに、事業所運営に必要な指揮命令を行う。 

介護支援専門員 
介護サービス計画及び介護予防サービスの作成及び指定（介護予防支援）居宅

サービス事業従事者等との連絡調整等、介護及び介護予防サービスの提供及び市
町村からの受託に基づく要介護認定調査業務にあたる。 

 

４．勤務体制 

管理者 ８：３０～１７：３０ 

介護支援専門員 ８：３０～１７：３０ 

 
５．サービス概要 

 
６．費用 
（１）基本利用料 

当事業所が行う指定（介護予防支援）居宅介護支援サービスにかかる費用については、厚生労働省
が定める 

介護報酬告示上の額を全額市町村へ請求致します。但し、介護保険料の滞納等法定代理受領 
できない場合は、一度一月当たりの料金をお支払頂きます。その場合、事業者は 
指定（介護予防支援）居宅介護支援提供証明書を発行しますので、所在市町村担当窓口に 
指定（介護予防支援）居宅介護支援提供証明書を提出することで後日払い戻しを 
受けることができます。 

 （料金内容につきましては、別紙参照） 
 
 
 

要介護認定の代行申請 利用者が要介護（要支援）認定を受ける為の関係行政への手続きを代行します。 

居宅サービス計画 

利用者や家族(以下、「利用者等」という。)及び指定（介護予防支援）居宅サ
ービス事業所からの聞き取りにより課題を把握し、利用者が受ける居宅サービ
ス及び介護予防サービスについて、利用者の自立支援に向けた目標とサービス
内容、サービス提供の方法と費用負担等を利用者等と相談しながら作成致しま
す。なお、利用者やご家族は複数の指定居宅サービス事業所等を紹介するよう
求めることや、居宅サービス及び介護予防サービス計画書原案に位置付けた指
定（介護予防支援）居宅サービス事業所等の選定理由の説明を求めることが出
来ます。また、作成の際はサービス担当者会議を行います。 

居宅サービスの実施状況
の把握と調整 

居宅サービス及び介護予防サービスが居宅サービス及び介護予防サービス計
画通りに実施されているか、またサービスの利用が利用者にとって満足のでき
るものか等を定期訪問や電話等により把握し、課題があれば検討し調整致しま
す。 

医療（病院や診療所） 
との連携 

入院する場合は、入院先医療機関と情報共有する事で、利用者の退院支援に資
するとともに退院後の円滑な在宅生活への移行を支援します。その為に入院す
る必要が生じた場合には、担当の介護支援専門員の名前及び連絡先を当該病院
又は診療所に伝えていただくなど、ご協力頂く場合がございます。 
また、介護支援専門員が得た利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心
身又は生活に係る情報等について、主治医等に提供します。 

居宅サービスの給付管理 
サービス利用の実績管理を行うとともに、サービス利用票を毎月利用者へ交付
します。 



（２）加算 
以下の要件を満たす場合、上記の基本利用料に以下の料金が加算されます。 
（料金内容につきましては、別紙参照） 

 
（３）その他の費用 
  通常の事業の実施地域を超えて行う指定（介護予防支援）居宅介護支援の提供に要した交通費は、

その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。 
一 通常の事業の実施地域を超えた所から、片道概ね５キロメートル未満  ２５０円 
二 通常の事業の実施地域を超えた所から、片道概ね５キロメートル以上  ４００円 

 
７．事故発生時の対応 

事故発生時の処置 
指定（介護予防支援）居宅介護支援サービスの提供により事故が発生した場合に
は、市町村及び利用者の家族等へ連絡を行う他、必要な措置を講じます。 

損害賠償 
指定（介護予防支援）居宅介護支援サービスの提供により賠償すべき事故が発生
した場合には、加入している民間の損害賠償保険を以てこれを履行します。 

事故後の措置 
事故の状況及び事故に際して採った措置についての記録をするとともに、事故の
原因を解明し再発防止策を講じます。 

 

８．非常災害対策 

 

９．苦情相談機関等 

苦情相談窓口 
ライフマップ 帯広  
管理者 山根 あゆみ 
TEL ０１５５－６６－８６９０ ＦＡＸ ０１５５－２２－３８３１ 

苦情処理の体制 

・事業所は、苦情があった場合ただちに担当介護支援専門員または苦情処理担当
者から利用者及びその家族に連絡を取り、直接出向く等状況の詳細を把握する
とともに担当介護支援専門員へも事情を確認し適切に対応します。 

・管理者が必要と判断した場合には、ただちに検討会議を行い必要な措置を講じ
ます。 

・苦情の内容及び対応は再発防止の為台帳へ記録・保管します。 

外部苦情申立て機関 

○北海道福祉サービス運営適正化委員会 
 北海道札幌市中央区北２条西 7 丁目 かでる２・７ ３階 
 TEL ０１１－２０４－６３１０ 
○北海道国民健康保険団体連合会 介護サービス苦情相談窓口 
 北海道札幌市中央区南２条西１４丁目 国保会館 
 TEL ０１１－２３１－５１７５ 
○福祉サービス苦情相談センター 
 北海道札幌市中央区大通西１９丁目 札幌市社会福祉総合センター２階 

TEL ０１１－６３２－０５５０ 
○帯広市 保健福祉部 介護保険課 
 北海道帯広市西５条南 7 丁目 1 番地 
 TEL ０１５５－６５－４１５１ 

 

 

業務継続計画の策定 
感染症や非常災害発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実
施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定しま
す。 



１０．個人情報の保護、その他重要事項 

秘密保持 
サービス担当者会議等において、利用者及びその家族の個人情報を用いる場合は
予め文書により利用者及びその家族の同意を得ます。 

解約 
利用者は、当該事業所が提供する指定（介護予防支援）居宅介護支援サービス 
ついて、３０日以上の予告期間を以て届け出るものとし予告期間満了日に 
本契約は解約されます。その際の費用は一切かかりません。 

 

１１．虐待防止 

 

１２．感染症の予防及びまん延の防止 

 

１３．身体拘束等の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者虐待防止の推進 
虐待防止のための対策を検討する委員会（リモート等の活用可）を定期的に開催
し、従業者への周知徹底を図ります。 

業務継続計画の策定 
感染症や非常災害発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実
施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定しま
す。 

身体拘束等の適正化の 
推進 

身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身状況並びに緊急で
やむを得ない理由を記載します。 
身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3 か月に 1 回以上開催し、
介護職員、その他従業者に周知徹底を図ります。 
身体拘束等の適正化のための指針を整備します。 
従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 



 

令和   年   月   日 

 

 指定（介護予防支援）居宅介護支援サービスの提供にあたり、利用者等に対し本書面に基づいて

上記重要事項の説明をしました。 

 

（事業所）   事業所名 ： ライフマップ 帯広  

所在地 ： 帯広市西 7条南 6丁目１番地４ 

         説明者 ：  

 

 

 私は、本書面に基づいて指定（介護予防支援）居宅介護事業所より上記重要事項の説明を受けま

した。 

 

（利用者）    

 住 所  ：  

         氏 名  ：               印 

 

  （利用者代筆者）  

住 所  ： 

           氏 名  ：               印 

           代筆理由 ： 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙

利用者負担金

（法定代理受領分）

居宅介護支援費（Ⅰ） 要介護度１・２ １０，８６０円

<取扱件数が40件未満> 要介護度３・４・５ １４，１１０円

居宅介護支援費（Ⅱ） 要介護度１・２ ５，４４０円

<取扱件数が４５件以上６０件未満> 要介護度３・４・５ ７，０４０円

居宅介護支援費（Ⅲ） 要介護度１・２ ３，２６０円

<取扱件数が６０件以上> 要介護度３・４・５ ４，２２０円

介護予防支援費
（地域包括支援センターが行う場合）

４，４２０円

<指定居宅支援事業所が行う場合>新設 ４，７２０円

（２）加算

加算の種類 加算額

☑初回加算 ３,０００円

☑入院時情報

連携加算(Ⅰ)

☑入院時情報

連携加算(Ⅱ)

４,５００円

６,０００円

６,０００円

７,５００円

　９,０００円

無料

上記の基本利用料に以下の料金が加算されます。
※☑要件を満たした場合に算定している加算

加算の要件

新規あるいは要介護状態区分が２区分以上変更された利用者に

対し指定居宅支援を提供した場合と、要支援者が要介護認定を

受けた場合に、居宅サービス計画を作成する場合（１月につ

き）

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日または翌々日に、

当該病院又は診療所の職員に対しいて当該利用者に係る必要な
情報を提供していること

１月につき１回を限度
※営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算し

て３日目が営業日でない場合はその翌日を含む

２，０００円

２,５００円

（Ⅲ）連携３回/カンファレンスに参加有り。

５００円

取扱要件
利用料

（一月あたり）

（Ⅱ）ロ：連携２回/カンファレンスに参加有り。

（１月につき１回の算定を限度）

☑通院時情報連携加算

利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心

身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利

用者に関する必要な情報提供を受けた場合

要支援１・２

利用者が病院等に入院日のうちに、当該病院又は診療所の職員

に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること

１月につき１回を限度

※入院以前の情報含む

※営業時間終了後、または営業日以外に入院した場合は入院日
の翌日を含む

病院や介護保険施設等からの退院・退所に当たって病院等の職
員から必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作成

し、居宅サービス等の利用調整を行った場合（入院または入所

期間中につき、１回を限度）

☑退院・退所加算 （Ⅰ）ロ：連携１回/カンファレンスに参加有り。

（Ⅱ）イ：連携２回/カンファレンスに参加無し。

（Ⅰ）イ：連携１回/カンファレンスに参加無し。

 



☑緊急時等居宅

カンファレンス加算

☑ターミナルケア

マネジメント加算

特定事業所加算(Ⅰ) ５，１９０円

特定事業所加算(Ⅱ) ４，２１０円

特定事業所加算(Ⅲ) ３，２３０円

特定事業所加算(A) １，１４０円

中山間地域等に

居住する者への

サービス提供加算

☑同一建物に住居する利用者への

ケアマネジメント（新設）

対象者：同一建物に居住する利用者

所定単位数の95％を算定

・指定居宅支援事業所の所属する建物と同一の敷地内、隣接す
る敷地内の建物または指定居宅支援事業所と同一の建物に入居

する利用者

・指定居宅支援事業所における1か月あたりの利用者が同一の建

物に20人以上住居する建物に居住する利用者

退院・退所加算の算定に係る病院や介護保険施設等との連携を

年間３５回以上行うとともに、ターミナルケアマネジメント加

算を年間５回以上算定した場合。

特定事業所加算（Ⅰ）～（Ａ）のいずれかを取得。

中山間地域において、通常の事業の実施地域外に居住する利用

者へサービス提供した場合

対象者：在宅で死亡した利用者

※終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者
※在宅訪問後、２４時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む

①    ２４時間連絡がとれる体制の確保、かつ必要に応じて、指

定居宅介護支援を行うことが出来る体制を整備。

②    利用者又はその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日

前１４日以内に２日以上在宅を訪問、把握した利用者の心身状

況を記録し、主治医及びケアプランに位置付けた居宅サービス

事業所へ情報提供した場合。

主任介護支援専門員を２名以上配置し、質の高いケアマネジメ

ントを実施できる体制を整える等、一定の要件を全て満たした

場合（支援提供にあたる常勤の介護支援専門員が3名以上）

主任介護支援専門員を１名以上配置し、質の高いケアマネジメ

ントを実施できる体制を整える等、一定の要件の一部を満たし

た場合（支援提供にあたる常勤の介護支援専門員が3名以上）

主任介護支援専門員を配置し、質の高いケアマネジメントを実

施できる体制を整える等、一定の要件の一部を満たした場合
（支援提供にあたる常勤の介護支援専門員が2名以上）

主任介護支援専門員を配置し、質の高いケアマネジメントを実

施できる体制を整える等、一定の要件の一部を満たした場合

（支援提供にあたる常勤の介護支援専門員が１名以上、非常勤

（他事業と兼務可）が1名以上）

上記基本利用料の５％

所定単位数の100分の1に相

当する単位数を減算

所定単位数の100分の1に相

当する単位数を減算

所定単位数の100分の1に相

当する単位数を減算

☑高齢者虐待防止の推進（新設）

☑業務計画未実施減算（新設）

☑身体拘束等の適正化の推進（新設）

以下の基準に適合していない場合

以下の措置が講じられていない場合

以下の措置が講じられていない場合

・虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催する

・虐待防止の指針を整備

・住業者への虐待防止のための研修の定期的実施と担当者の設

置

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３か

月に１回以上開催し、従業者に周知徹底を図る

・住業者に対し、身体的拘束の適正化のための研修を定期的胃
に実施

・感染症や非常災害の発生時において利用者に対するサービス

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期に

業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定する

２,０００円

４,０００円

特定事業所医療介護連携加算 １,２５０円

病院等の求めにより、医師等と共に居宅を訪問してカンファレ

ンスを行い、利用者に必要な居宅サービス等の利用調整を行っ

た場合（１月に２回を限度）

  


